
「 子 どちの事故予防のための 市町村活動マニュアルの 
開発に関する 研究」報告書の 公表について 

平成「 6 年度厚生労働科学研究 ( 子ども家庭総合研究事業 )  「子どもの事故予防の 

ための市町村活動マニコア ル の開発に関する 研究」 ( 主任研究者 : 田中哲郎国立保健 

医療科学院生涯保健部長 ) において研究報告書のとりまとめを 行ったので、 別添のと 

お り概要を公表します。 

なお、 報告書にあ る安全チェックリスト は 、 国立保健医療科学院ホームページ 内「 子 

どもに安全をプレゼント 事故防止支援サイト」 (h は 毘互里 ! 巫生 亜目は監 U ぬ互め豆鍾 

hi/index. ㎡ ml) において公開しています。 その他、 研究報告書の 詳細については、 主 

任研究者田中哲郎国立保健医療科学院生涯保健部長 ( 電話 ;048-458-6l9l) までご照会 

ください。 

[ 研究班 ] 
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別 @; 君長 

「子どもの事故予防のための 市町村活動マニュアルの 
開発に関する 研究」報告書について ( 概要 ) 

( 平成「 6 年度厚生労働省研究班 ) 

子どもの事故は「 歳 以降の小児期において 死因順位の第「位にあ り、 全死因に対す 

る 割合も高い。 その防止の重要性についてほ、 母子保健の国民運動計画「健やか 親子 

2 「」、 「次世代育成支援対策推進法」に 基づく「行動計画策定指針」、 政府の「 少 

子化 社会対策大綱」の 具体的フランであ る「子ども・ 子育て応援フラン」においても 

取り上げられ、 目標値として 事故防止対策に 取り組んでいる 市町村の割合を「 00 拷 

にすることが 掲げられている。 このような流れの 中で、 市町村での保護者に 対する事 

故 防止指導を効果的に 実施するために、 事故防止指導の 現状調査と指導マニコア ル に 

対するニーズ 調査を星に 、 子どもの事故防止指導に 必要な「市町村活動マニコアル」 

を 開発することとなった。 

1  研究で明らかになった 事項 

Ⅰ ) 全国 3, 「「 0 の市町村に調査を 依頼し 、 「， 995 市町村より得られた 回答から、 乳 

児 健診において、 SS% の 市町村で何らかの 事故防止指導は 行われているが、 

「充実した指導をしている」のはわずか「． 5% で、 半数以上が「指導不十分」 

と 考えている。 

(2) 市町村は、 乳幼児健診時及び 育児教室における 指導マニコア ル を希望している 

ところが多く、 半数以上の市町村で 発達段階毎の 事故防止パンフレットや 安全 

チェックリストなどの 教材を希望していることが 分かった。 

(3) 保育所に通所している 子どもの保護者に 対する調査では、 子どもの事故を 経験 

した保護者は、 子どもが医療機関を 受診した事故の 了 3% ほ 事故防止のための 

情報を得て気配りをしていれば 防止できたと 回答している。 

(4) 子どもの事故対策として、 2 歳までは保護者への 事故防止啓発が 重要であ り、 

3 歳以降はそれと 同時に子どもへの 安全教育が必要であ ることが分かった。 

(5) 乳幼児健診時に 保護者に対し「安全チェック l 」スト」を用いた 事故防止指導を 

行ったところ、 子どもの事故防止に 一定の効果がみられた。 特に熱傷、 切 傷 、 

転倒、 誤飲に 効果が認められることが 分かった。 



Ⅱ 子どもの事故予防のための 市町村活動マニコア ル の意義 
(1 ) これにより「健やか 親子 2 「」、 「子ども・子育て 応援フラン」にあ る、 「 事 

故 防止に取り組んでいる 市町村の割合を「 00% にする」目標値の 達成が可能 

となることが 期待される。 

(2) 事故防止指導の 経験の少ない 保健 師 にも効果的な 指導が可能となった。 

(3) 指導メニコーを 複数提示し、 最も効果的で 適した メ ニコーを当該市町村が 選択 

可能となった。 

(4) 指導教材も作成し、 マニコア ルと 共に 5 月中旬より国立保健医療科学院の 市 一 

ム ページから無料でダウンロードできるようになる 予定。 

(http://www ， niDh ， RO ， j   /) 

Ⅲ 研究班の今後の 課題と提言     

地域における 子どもの事故防止対策強化の 必要性について 

子どもの事故防止には、 都道府県、 市町村レベルで 協議会を設置し 事故予防対策の 

企画・立案、 推進・評価を 行う、 また、 保健所等に事故防止センターを 設け、 事故事 

例の紹介、 事故防止方法の 教育、 応急手当の学習機会の 提供を行うといった 取組が重 

要 であ る。 さらに、 地域で生じた 事故事例を定期的に 把握し、 原因分析等を 行 うと 共 

に、 関係者に情報提供する、 物理的環境の 改善や広報に 努めることも 重要な取組であ 

る。 

今回の調査においても、 健診等の機会を 活かした事故防止指導が 事故予防に一定の 

効果を上げていることが 検証されたため、 今回作成された マニ コア ル を活用し、 今後 

@ も地域の実情に 応じた積極的な 取組を推進していくことが 重要であ ると考える。 


